
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年

金
等
の
収
入
や
そ
の
他
所
得
額
が
一
定
基

準
額
以
下
の
年
金
受
給
者
の
生
活
を
支
援

す
る
た
め
に
、
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給

さ
れ
る
も
の
で
す
。
受
け
取
り
に
は
請
求

書
の
提
出
が
必
要
で
す
。
２
年
目
以
降
の

お
手
続
き
は
原
則
不
要
で
す
。

　

令
和
５
年
度
、
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
る
方
に
日
本
年

金
機
構
か
ら
９
月
初
旬
頃
よ
り
順
次
、
請
求

可
能
な
旨
の
お
知
ら
せ
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

同
封
の
は
が
き(

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

請
求
書)

に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
期

限
内
に
早
め
の
投
函
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
対
象
者　

①
老
齢
基
礎
年
金
受
給
者

・
65
歳
以
上

・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が

約
88
万
円
以
下

②
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者

・
前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
２
万
円
以
下

■
請
求
対
象
期
間　

　

令
和
５
年
10
月
分
か
ら
請
求
可
能

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
課　

市
民
係　

☎
内
線
１
６
３

　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
０
５
７
０

－

05

－

4
0
9
2

「
伐
っ
た
ら
、
植
え
よ
う
！

  

再
造
林
の
必
要
性
」

■
再
造
林
と
は

　

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
等
の
人
工
林
を
伐
採
し
た

　

跡
地
に
苗
木
の
植
栽
を
行
う
こ
と
で
す
。

■
な
ぜ
、
再
造
林
が
必
要
な
の
か

・
人
工
林
の
伐
採
跡
地
を
放
置
す
る
と
、
土

　

砂
流
出
防
止
等
の
機
能
が
低
下
す
る
恐

　

れ
が
あ
り
ま
す
。

・
将
来
に
わ
た
り
、
木
材
を
安
定
的
に
供
給

　

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
再
造
林
す
る
こ
と
で
、
地
球
温
暖
化
防
止

　

等
森
林
の
有
す
る
公
益
的
機
能
の
維
持
・

　

増
進
に
貢
献
で
き
ま
す
。

■
再
造
林
に
対
す
る
助
成
制
度
に
つ
い
て

　

再
造
林
を
行
う
場
合
に
は
次
の
助
成
制

　

度
が
あ
り
ま
す
。

①
造
林
補
助
事
業
（
公
共
事
業
）

　

標
準
経
費
の
72
％
、
68
％
ま
た
は
36
％

　

の
補
助
率

②
未
来
に
つ
な
ぐ
森
林
づ
く
り
推
進
事
業

　
（
み
ん
な
の
森
づ
く
り
県
民
税
関
係
事
業
） 

　

苗
木
等
の
資
材
代
に
対
す
る
経
費
等
の

　

定
額
補
助

◎
問
い
合
わ
せ
先

　
大
隅
地
域
振
興
局　

林
務
水
産
課

　

☎
０
９
９
４

－

52

－

2
1
6
1

　

垂
水
市
役
所　

農
林
課　

林
務
耕
地
係

　

☎
内
線
２
４
２

農業者年金で安心で豊かな老後を

◎問い合わせ先：垂水市農業委員会　☎ 32-1205

■ 加入要件（①～③を満たす方なら誰でも加入できます）
　① 国民年金第 1 号被保険者　② 年間 60 日以上農業に従事　③ 60 歳未満
■ 6 つのポイント
　①　農業者の方なら広く加入できる
　②　積立方式・確定拠出型で
　　　少子高齢化時代に強い
　③　保険料の額は自由に決められる
　④　終身年金
　※ 80 歳前に亡くなった場合は一時金がある
　⑤　税制面の優遇措置がある
　⑥　一定の要件を満たせば
　　　保険料の国庫補助がある
■ 加入方法
　 垂水市農業委員会か JA の農業者年金の窓口で
　 申し込みができます。

　農業者年金は、農業者の方なら広く加入でき、積立方式・確定拠出型の年金です。
要件を満たす方々はぜひ、ご加入してみてはいかがでしょうか。

▪配偶者も単独
　で加入できる

▪農地の権利名
　義は不要

▪家族経営協定
　で保険料補助

▪要件を満たせば
　国庫補助による
　保険料の支援が
　受けられる
　（39 歳迄に加入、
　農業所得900万円
　以下等の要件）

▪保険料は全額
　が社会保険料
　控除の対象
▪年金を受け取
　る時には公的
　年金控除を受
　けられる

女性にも
優しい

若年層に
手厚い支援

税制面で
大きな優遇

▲詳しくは
農年金 HP で

女性がん検診のご案内
①子宮がん検診

■対象　20 歳以上の女性

■検診料　700 円

②乳がん検診

■対象　40 歳以上の女性

■検診料　
① 40 ～ 49 歳の方（２方向撮影）1,500 円
② 50 歳以上の方（１方向撮影）1,000 円

③骨粗鬆症検診

■対象　20 ～ 80 歳で５歳刻み

■検診料　300 円

■注意事項

① 70 歳以上の方または市民税非課税世帯の方は無料
② 21 歳の方は子宮がん検診が、41 歳の方は乳がん検診が無料となる
　クーポン券があります。詳しくは右 QR コードからご確認ください。
③受診される方は、簡単に着脱のできる服装で受診してください。
④現在検診部位を治療中の方・妊娠中の（可能性のある）方は、受診できません。

◎問い合わせ先：保健課健康増進・元気プロジェクト係 ☎内線 138

日程 受付時間 会場

9/27（水）
9：30 ～ 10：00

新城地区公民館
13：00 ～ 13：30

9/28（木） 9：30 ～ 10：00 牛根地区公民館

9/29（金）
9：00 ～ 10：30

垂水市市民館
13：00 ～ 13：30

9/30（土）
9：00 ～ 10：30

垂水市市民館
13：00 ～ 13：30

10/ 1（日）
9：00 ～ 10：30

垂水市市民館
13：00 ～ 13：30

10/ 2（月）
9：00 ～ 10：30

垂水市市民館
13：00 ～ 13：30

検診料が無料になる
クーポンもあります。

（年齢の対象有り）
詳しくは WEB から！

10
月
か
ら
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
始
ま
る
令
和
５
年

10
月
１
日
か
ら
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る

事
業
者
の
方
は
、
令
和
５
年
９
月
30
日
ま

で
に
所
轄
の
税
務
署
へ
登
録
申
請
書
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
登
録
通
知
が
届
く
ま
で
一
定
の
期
間
を

　

要
す
る
事
と
な
り
ま
す
の
で
、
登
録
を

　

お
決
め
の
方
は
お
早
め
の
申
請
を
お
す

　

す
め
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら

　

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
屋
税
務
署

　

個
人
課
税
部
門

　

☎
０
９
９
４

－

42

－

3
1
2
8

　

法
人
課
税
部
門

　

☎
０
９
９
４

－

42

－

3
1
2
9

国
民
保
護
法
で

指
定
す
る
避
難
施
設

　

県
で
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
い
て

住
民
を
避
難
さ
せ
、
ま
た
は
避
難
住
民
等

の
救
援
を
行
う
た
め
あ
ら
か
じ
め
避
難
施

設
を
指
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
避
難
施
設

の
一
覧
を
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
国
の
国

民
保
護
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
と
リ
ン
ク
し
て

利
用
者
が
現
在
地
付
近
の

避
難
施
設
情
報
を
簡
易
な

操
作
で
確
認
で
き
る
よ
う

に
し
て
お
り
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
児
島
県　

危
機
管
理
課　

危
機
管
理
係

　

☎
０
９
９

－

2
8
6

－

2
2
5
5

保
健
・
福
祉

認
知
症
を
理
解
し
一
緒
に

歩
む
県
民
週
間

　

鹿
児
島
県
で
は
、「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ

マ
ー
デ
ー
」
で
あ
る
９
月
21
日
を
含
む
９

月
17
日
（
日
）
か
ら
23
日
（
土
）
ま
で
の

一
週
間
を
「
認
知
症
を
理
解
し
一
緒
に
歩

む
県
民
週
間
」
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

垂
水
市
で
は
、
県
民
週
間
期
間
中
、
の

ぼ
り
旗
を
掲
げ
て
、
認
知
症
の
正
し
い
理

解
と
認
知
症
高
齢
者
等
に
や
さ
し
い
地
域

づ
く
り
に
向
け
た
機
運
の
醸
成
を
図
り
ま

す
。
ま
た
、
同
期
間
中
、
垂
水
市
立
図
書

館
で
は
、
認
知
症
に
関
す
る
特
設
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
認

知
症
へ
の
理
解
を
深
め
ま
し
ょ
う
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

保
健
課　

地
域
包
括
ケ
ア
係

　

☎
32

－

5
1
1
1

▲ 詳しくは 
 　HP から

▲ 詳しくは 
 　HP から
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